


書式第１９号（法第２５条関係） 
 

特定非営利活動法人 アジアの誇り・プレアビヒア日本協会定款 
 

新旧対照表 
 

旧 新 

第 3 章 役員等 

(特別顧問等) 

第18条 本会に、特別顧問および顧問(特別顧

問等と称する)を置くことができる。 

 

第 3 章 役員等 

(特別顧問等) 

第18条 本会に会長、特別顧問および顧問(特

別顧問等と称する)を置くことができる。 

 

 

 


